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【事務連絡者氏名】 法務部　　山﨑　誠吾

【電話番号】 03－4587－6000

【届出の対象とした募集（売出）内国投資

信託受益証券に係るファンドの名称】

モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド

【届出の対象とした募集（売出）内国投資

信託受益証券の金額】

3,000億円を上限とします。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

 

2026年７月11日付で信託約款の変更を行い、ファンドの名称を以下のとおり変更します。

変更後 変更前

ＧＳ外国債券コア・ファンド モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド

 

EDINET提出書類

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

 1/43



１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
 

　2026年４月24日付で提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について、ファンドの基本方針等にかかる

重大な信託約款の変更が決定したことに伴い、関係事項を新たな情報により訂正するため、本訂正届出書を提出するもので

す。

 

 

２【訂正の内容】
 

　原届出書の該当情報を以下のとおり訂正または更新します。

　※下線部　　　が訂正部分を示します。
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第一部【証券情報】

 

＜訂正前＞

（１）ファンドの名称

　モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド

（以下「本ファンド」といいます。）

 

（２）内国投資信託受益証券の形態等

＜中略＞

 

（４）発行（売出）価格

＜中略＞

また、原則として、日本経済新聞（朝刊）の「オープン基準価格」欄に、基準価額が掲載されます（略称：モナリ

ザ）。

＜中略＞

 

（６）申込単位

　販売会社によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社については、下記(8)の照会先

までお問い合わせください。

　自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、１口の整数倍をもって取得のお申込みに応じま

す。

　なお、販売会社との間で「定時定額購入サービス」等に関する契約等＊を取交わした場合、当該契約等で規定する取

得申込みの単位によるものとします。

＊　当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場

合、当該別の名称に読み替えるものとします。なお、「定時定額購入サービス」等の取扱いの有無については、お申込みの販売

会社にご確認ください。

 

（７）申込期間

＜中略＞

 

（８）申込取扱場所

　委託会社の指定する証券会社（委託会社の指定する金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融商品取引業

を行う者をいいます。以下同じ。）および登録金融機関（委託会社の指定する金融商品取引法第２条第11項に規定す

る登録金融機関をいいます。以下同じ。）（以下「販売会社」と総称します。）において申込みを取扱います。販売

会社については下記の照会先までお問い合わせください。

＜中略＞

（９）払込期日

　本ファンドの受益権の取得申込者は、本ファンドのお申込代金を販売会社に支払います。払込期日は販売会社に

よって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

　振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し

て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

＜中略＞

 

（１２）その他

＜中略＞

④　確定拠出年金制度に基づくお申込みのお取扱い

　確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、取扱いが一部異なる場合があります。

⑤　信託約款変更予定のお知らせ

　本ファンドは、下記のとおり2026年７月11日（土）をもって信託約款の変更を行い、運用の基本方針、ファンド

名称、信託報酬等を変更することを予定しています。

　つきましては、変更予定の内容をご理解のうえ、本ファンドをお申込みいただきますようお願い申し上げます。
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　今般の変更は、運用の基本方針など、本ファンドの基本的な性格を変更させることとなるため、信託約款の重大

な信託約款の変更に該当すると判断しました。

 

１.予定している信託約款の変更内容および理由

ａ．運用の基本方針の変更

　本ファンドの純資産総額の減少により、運用の基本方針にしたがった運用を継続することが著しく困難な状況

となっていることから、本ファンドの主要投資対象を、運用の継続に問題のない資産規模を有する「外国債券コ

ア・マザーファンド」に変更することで、本ファンドの存続を図るものとします。

　主要投資対象を「外国債券コア・マザーファンド」へと変更することにより、運用の基本方針を「信託財産の

長期的な成長を図ることを目標として運用を行う」ものから「安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめ

ざして運用を行う」ものに変更し、実質的投資対象から日本の債券を除きます。かかる変更後の運用の基本方針

は、外国債券運用の実態により即したものと判断しており、本ファンドのリスクレベルが特段変更されるわけで

はありません。また、ベンチマークを「ブルームバーグ・グローバル・アグリゲート・インデックス（円ヘッジ

ベース）」から「ブルームバーグ・グローバル・アグリゲート・インデックス（除く日本、円ヘッジベース）」

に変更し、投資対象となる債券の格付けにかかる制約は廃止します。

　これらの変更により、運用の柔軟性を向上させるとともに信託報酬を引き下げることで運用成果の改善を図

り、長期的により安定した資産規模のもと継続的に受益者の皆さまに投資機会をご提供することが可能となるこ

とから、受益者の皆さまの利益に資するものと考えております。変更内容につきましては、後記「主な変更内

容」もご覧ください。

 

ｂ．信託の終了（繰上償還）にかかる規定の変更

　本ファンドの信託約款において、委託会社が信託契約の解約を行うことができる基準を「受益権口数（50億

口）」と定めておりましたが、運用上の管理においては受益権口数よりもファンドの純資産総額が判断基準とな

るため、ファンド設定時の受益権１口当たりの信託の元本の額に当該受益権口数を乗じて算定した額である「純

資産総額（50億円）」に変更します。

 

ｃ．適用する信託法の変更

　本ファンドを旧信託法（信託法（大正11年法律第62号））の適用を受けるものから新信託法（信託法（平成18

年法律第108号））の適用を受けるものに変更します。この変更により、重大な信託約款の変更等における受益者

の権利行使の手続きが合理化され、手続きの複雑性および受益者の事務負担が軽減されます。

 

ｄ．名称の変更

　上記①の運用の基本方針およびマザーファンドの変更に伴い、本ファンドの名称を「ＧＳ外国債券コア・ファ

ンド」に変更します。

 

ｅ．信託報酬の引き下げ

　上記①の運用の基本方針およびマザーファンドの変更に伴い、信託報酬を純資産総額に対して「年率1.155％

（税抜年率1.05％）」から「年率0.638％（税抜年率0.58％）」に引き下げます。くわしくは、後記「主な変更内

容」をご覧ください。

 

ｆ．文言の整備等

　弊社を委託者とする他の信託約款の記載と平仄を揃えるための変更を行います。

 

※上記ｄ．～ｆ．の変更は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める信託約款の重大な内容の変更には該

当しないため、異議申立ての対象ではございません。また、委託会社の判断により上記変更を行わない、または

変更の内容が修正される場合があります。なお、異議申立手続きの結果、約款変更が成立した場合は、モナリザ

世界債券マザーファンドは償還となります。

 

２.信託約款の変更に係る異議申立ての手続きおよび日程について

基準日（受益者の確定） 2026年４月28日（火）

新聞公告（日本経済新聞朝刊） 2026年４月28日（火）

異議申立期間 2026年４月28日（火）から2026年６月15日（月）まで

信託約款の変更の可否決定日 2026年６月16日（火）
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買取請求期間 2026年６月19日（金）から2026年７月８日（水）まで

信託約款の変更の効力発生日 2026年７月11日（土）

 

　本ファンドの異議申立ての対象は、2026年４月28日（火）（基準日）時点の受益者の皆さまです。2026年４月24

日（金）までの取得のお申込みが対象となります。2026年４月25日（土）以降に本ファンドのご購入をお申込みい

ただき、これに伴い本ファンドを取得した受益権につきましては上記の異議を申し立てることはできません。

　異議申立期間中に異議申立てをされた受益者の受益権の合計口数が、基準日時点の本ファンドの受益権総口数の

２分の１を超えなかった場合は、2026年７月11日（土）が信託約款の変更適用日となります。

　かかる合計口数が基準日時点の本ファンドの受益権総口数の２分の１を超えた場合には、信託約款の変更は行い

ません。この場合、異議申立期間終了後、速やかに信託約款の変更を行わない旨を日本経済新聞にて公告し、お知

らせいたします。

　異議申立ての結果、信託約款を変更しないこととなった場合におきましても、本ファンドの資産規模の状況等に

より、運用方針に従った運用ができず、やむを得ずキャッシュ運用等に移行する可能性がありますので、何卒ご理

解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

　お申込みに際しては、上記につきご留意くださいますようお願いいたします。

 

＜主な変更内容＞

Ａ．ファンドの名称等の変更

 変更前 変更後

ファンド名称 モナリザ ゴールドマン・サックス世界

債券ファンド

GS外国債券コア・ファンド

日経新聞掲載略称 モナリザ 外債コア
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Ｂ．ファンドの目的・特色・投資対象等の変更

 項目 変更前 変更後

1 ファンドの目的 日本を含む世界の高格付け債券を中心に

分散投資を行い、信託財産の長期的な成

長を図ることを目標として運用を行いま

す。

日本を除く世界各国の債券に幅広く分散

投資を行い、安定した収益の確保と信託

財産の着実な成長をめざして運用を行い

ます。

2 ファンドの特色 主として日本を含む世界各国の投資適格

債券に投資します。

ブルームバーグ・グローバル・アグリ

ゲート・インデックス（円ヘッジベー

ス）をベンチマークとし、長期的にベン

チマークを上回る投資成果をめざしま

す。

外貨建資産については、対円で為替ヘッ

ジを行うことにより、為替変動リスクの

低減を図ります。

付加価値の獲得を目的に、通貨のアク

ティブ運用を行います。

主として日本を除く世界各国の債券に幅

広く分散投資を行います。

ブルームバーグ・グローバル・アグリ

ゲート・インデックス（除く日本、円

ヘッジベース）をベンチマークとし、長

期的にベンチマークを上回る投資成果を

めざします。

外貨建資産については、対円で為替ヘッ

ジを行うことにより、為替変動リスクの

低減を図ります。

付加価値の獲得を目的に、通貨のアク

ティブ運用を行います。

3 ファンドの主要投

資対象

本ファンドは、世界各国の国債、政府関

係機関債、社債、モーゲージ証券

（MBS）を主要投資対象とします。

本ファンドは、世界各国の国債、国際機

関債、政府関係機関債、社債、モーゲー

ジ証券、アセットバック証券を主要投資

対象とします。

4 高格付け債券への

投資

投資対象となる債券の格付けは、組入れ

時においてトリプルB格(トリプルBマイ

ナス格も含みます。)相当以上の銘柄と

します。また、原則として、ポートフォ

リオの平均格付けはダブルA格(ダブルA

マイナス格も含みます。)相当以上に維

持するように運用します。

＜債券の格付けにかかる制約は撤廃しま

す。＞

5 商品分類 追加型/内外/債券 追加型/海外/債券

6 属性区分 その他資産（投資信託証券（債券））/

年2回/グローバル（日本を含む）/ファ

ミリーファンド/為替ヘッジあり（部分

ヘッジ）

その他資産（投資信託証券（債券））/

年2回/グローバル（日本を除く）/ファ

ミリーファンド/為替ヘッジあり（部分

ヘッジ）

7 マザーファンド モナリザ世界債券マザーファンド 外国債券コア・マザーファンド

 

Ｃ．ファンドの費用等の変更

 変更前 変更後

運用管理費用

（信託報酬）

純資産総額に対して年率1.155％

（税抜年率1.05％）

純資産総額に対して年率0.638％

（税抜年率0.58％）

内

訳

委託会社 年率0.55％（税抜年率0.5％） 年率0.33％（税抜年率0.3％）

販売会社 年率0.55％（税抜年率0.5％） 年率0.275％（税抜年率0.25％）

受託会社 年率0.055％（税抜年率0.05％） 年率0.033％（税抜年率0.03％）
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Ｄ．その他の諸要件の変更

 変更前 変更後

ファンド形態 株式投資信託／公募／自動けいぞく投資

専用

株式投資信託／公募／自動けいぞく投資

可能

大口解約の制限 信託財産の資金管理を円滑に行うため、

1顧客1日当たり3億円以上の大口のご換

金は制限することがあります。

信託財産の資金管理を円滑に行うために

大口の換金申込みに制限を設ける場合が

あります。

 

＜ご参考：変更後のファンドの特色＞
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＜ご参考：変更前・変更後のベンチマークの概要＞（2026年１月末現在）

変更前 変更後  

ブルームバーグ・グローバル・アグリゲート・イン

デックス（円ヘッジベース）

ブルームバーグ・グローバル・アグリゲート・インデック

ス（除く日本、円ヘッジベース）

 

国別構成比率

 

国別構成比率  

格付け別構成比率 格付け別構成比率  

 

＜ご参考：外国債券コア・マザーファンドの基準価額の推移＞

設定来（2005年11月15日～2026年１月30日）

 

2026年１月30日時点の基準価額：14,330円

2026年１月30日時点の純資産総額：249億円

＊上記は「外国債券コア・マザーファンド」の実績です。マザーファンドにおいては、信託報酬および信託事務の諸費用の

負担がないことにつき、ご留意ください。また、上記は過去の実績であり、将来の結果を保証するものではありません。
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＜訂正後＞

（１）ファンドの名称

　ＧＳ外国債券コア・ファンド

（以下「本ファンド」といいます。）

※2026年７月11日付で信託約款の変更を行い、本ファンドの名称を「モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券

ファンド」から上記に変更します。

 

（２）内国投資信託受益証券の形態等

＜中略＞

 

（４）発行（売出）価格

＜中略＞

また、原則として、日本経済新聞（朝刊）の「オープン基準価格」欄に、基準価額が掲載されます（略称：外債コ

ア）。

＜中略＞

 

（６）申込単位

　販売会社によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社については、下記(8)の照会先

までお問い合わせください。

　自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、１口の整数倍をもって取得のお申込みに応じま

す。

 

（７）申込期間

＜中略＞

 

（８）申込取扱場所

　委託会社の指定する第一種金融商品取引業者（委託会社の指定する金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種

金融商品取引業を行う者をいいます。以下同じ。）および登録金融機関（委託会社の指定する金融商品取引法第２条

第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。）（以下「販売会社」と総称します。）において申込みを取

扱います。販売会社については下記の照会先までお問い合わせください。

＜中略＞

（９）払込期日

　本ファンドの受益権の取得申込者は、本ファンドのお申込代金を販売会社に支払います。払込期日は販売会社に

よって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

　各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定

するファンド口座に払い込まれます。

＜中略＞

 

（１２）その他

＜中略＞

④　確定拠出年金制度に基づくお申込みのお取扱い

　確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、取扱いが一部異なる場合があります。
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第二部【ファンド情報】
 

第１【ファンドの状況】
 

１【ファンドの性格】

 

＜訂正前＞

（１）ファンドの目的及び基本的性格

　本ファンドは、「モナリザ世界債券マザーファンド」（以下「マザーファンド」といいます。）への投資を通じ

て、主として日本を含む世界の高格付け債券を中心に分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目標と

して運用を行います。

 

■商品分類表

単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産

（収益の源泉）

独立区分 補足分類

単位型

追加型

国　　内

海　　外

内　　外

株　　式

債　　券

不動産投信

その他資産

（　　　　）

資産複合

ＭＭＦ

ＭＲＦ

ＥＴＦ

インデックス型

特殊型

＜中略＞

内外・・・投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。

＜中略＞

 

■属性区分表

投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス 特殊型

株式

　一般

　大型株

　中小型株

債券

　一般

　公債

　社債

　その他債券

　クレジット属性

（　　）

不動産投信

その他資産

（投資信託証券

（債券））

資産複合

（　　　）

　資産配分固定型

　資産配分変更型

年１回

年２回

年４回

年６回

（隔月）

年12回

（毎月）

日々

その他

（　　）

グローバル

(日本を含む)

日本

北米

欧州

アジア

オセアニア

中南米

アフリカ

中近東

（中東）

エマージング

ファミリー

ファンド

ファンド・

オブ・ファ

ンズ

あり（部分ヘッジ）

なし

日経225

ＴＯＰＩＸ

その他

（　　）

 

ブル・ベア型

条件付運用型

ロング・ショート型

絶対収益追求型

その他

（　　）

＜中略＞

グローバル（日本を含む）・・・目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産（日本を含む）を源泉とする

旨の記載があるものをいいます。

＜中略＞
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　本書において、モナリザゴールドマン・サックス世界債券ファンドを「本ファンド」といいます。文脈上「本ファ

ンド」にマザーファンドを含むことがあります。

 

　委託会社は、受託銀行（後記「(3）ファンドの仕組み　２．ファンドの関係法人　①委託会社および本ファンドの

関係法人の名称および関係業務　ｃ.受託会社」に定義します。以下同じ。）と合意のうえ、金3,000億円を限度とし

て信託金を追加することができます。追加信託が行われたときは、受託銀行はその引受けを証する書面を委託会社に

交付します。なお、委託会社は、受託銀行と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。

 

＜ファンドのポイント＞

１．主として日本を含む世界各国の投資適格債券に投資します。

２．ブルームバーグ・グローバル・アグリゲート・インデックス（円ヘッジベース）をベンチマーク＊とし、長期的

にベンチマークを上回る投資成果をめざします。

＜中略＞

 

　本ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。委託会社は、本ファンドおよびマザーファンドの運用

をゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル、ゴールドマン・サックス・アセッ

ト・マネジメント・エル・ピーおよびゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント（シンガポール）ピー

ティーイー・リミテッド（投資顧問会社。以下それぞれ「ＧＳＡＭロンドン」、「ＧＳＡＭニューヨーク」および

「ＧＳＡＭシンガポール」といいます。）に委託します。ＧＳＡＭロンドン、ＧＳＡＭニューヨークおよびＧＳＡ

Ｍシンガポールは運用の権限の委託を受けて、債券および通貨の運用を行います。

 

　委託会社が属するゴールドマン・サックスの資産運用部門を「ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメン

ト」といいます。

 

＜ファンドの投資対象＞

本ファンドは、世界各国の国債、政府関係機関債、社債、モーゲージ証券（MBS）を主要投資対象とします。本ファ

ンドは、ブルームバーグ・グローバル・アグリゲート・インデックス（円ヘッジベース）をベンチマークとし、長

期的にベンチマークを上回る投資成果をめざします。同インデックスは、世界の投資適格債券市場を広範にカバー

する代表的な指数の一つです。
 

 

2026年１月末現在　　出所：ブルームバーグ

上記は過去のデータであり、将来の結果を示唆または保証するものではありません。上記はインデックスのデータであり、本ファンドの実

績ではありません。本ファンドが上記すべてに投資するとは限らず、また、上記以外に投資する場合もあります。
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＜高格付け債券への投資＞

投資対象となる債券の格付けは、組入れ時において

トリプルＢ格（トリプルＢマイナス格も含みま

す。）相当以上の銘柄とします。また、原則とし

て、ポートフォリオの平均格付けはダブルＡ格（ダ

ブルＡマイナス格も含みます。）相当以上に維持す

るように運用します。

投資対象国を広く分散することにより、特定の国の

景気や政治動向、金利動向の影響を低減することに

加え、投資対象債券の格付けを投資適格に限定する

ことで、リターンの安定化をめざします。

格付けが公表されていない債券の場合は、委託会社または投

資顧問会社が発行体の財務内容等を分析して適切と判断した

格付けとなります。

 
主な投資対象債券の特徴

 
＜中略＞

＜ファンドの運用＞

本ファンドの運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのグローバル債券・通貨運用グループに

よって行われます。同グループは世界各地に運用拠点を展開し、幅広い調査能力ならびに専門性を活用した運用を

行っています。なお、本ファンドにおいて債券運用は主にＧＳＡＭロンドン、ＧＳＡＭニューヨークおよびＧＳＡ

Ｍシンガポールが、通貨運用は主にＧＳＡＭロンドンおよびＧＳＡＭシンガポールが担当しています。

＜中略＞

 

＜通貨のアクティブ運用＞

＜中略＞

為替ヘッジにはヘッジ・コストがかかります。ヘッジ・コストは、為替ヘッジを行う通貨の金利と円の金利の差が目安となり、円の金利が

低い場合この金利差分収益が低下します。本ファンドは通貨のアクティブ運用でリターンの向上をめざすため、対円での為替ヘッジ比率は

常に100％を保つとは限りません。したがって、一定の為替変動リスクを伴います。多通貨運用の部分では、市場動向に対する見通しを誤

れば逆に損失を被ります。

 

（２）ファンドの沿革

＜中略＞

　2001年11月30日　マザーファンドの信託設定日であり、同日より運用を開始しました。

　2001年11月30日　本ファンドのベンチマークを「ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス（グローバ

ル、円ヘッジ）」から「リーマン・ブラザーズ・グローバル・アグリゲート・インデックス（円

ヘッジベース）」に変更しました。なお、当該インデックスは現在「ブルームバーグ・グローバ

ル・アグリゲート・インデックス」に名称変更されています。
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（３）ファンドの仕組み

１．ファンドの仕組み

＜中略＞

＊ 損益はすべて投資家である受益者に帰属します。

＜後略＞

 

 

＜訂正後＞

（１）ファンドの目的及び基本的性格

　本ファンドは、「外国債券コア・マザーファンド」（以下「マザーファンド」といいます。）への投資を通じて、

主として日本を除く世界各国の債券に幅広く分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざし

て運用を行います。

 

■商品分類表

単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産

（収益の源泉）

独立区分 補足分類

単位型

追加型

国　　内

海　　外

内　　外

株　　式

債　　券

不動産投信

その他資産

（　　　　）

資産複合

ＭＭＦ

ＭＲＦ

ＥＴＦ

インデックス型

特殊型

＜中略＞

海外・・・投資信託約款において、海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。

＜中略＞
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■属性区分表

投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス 特殊型

株式

　一般

　大型株

　中小型株

債券

　一般

　公債

　社債

　その他債券

　クレジット属性

（　　）

不動産投信

その他資産

（投資信託証券

（債券））

資産複合

（　　　）

　資産配分固定型

　資産配分変更型

年１回

年２回

年４回

年６回

（隔月）

年12回

（毎月）

日々

その他

（　　）

グローバル

(日本を除く)

日本

北米

欧州

アジア

オセアニア

中南米

アフリカ

中近東

（中東）

エマージング

ファミリー

ファンド

ファンド・

オブ・ファ

ンズ

あり（部分ヘッジ）

なし

日経225

ＴＯＰＩＸ

その他

（　　）

 

ブル・ベア型

条件付運用型

ロング・ショート型

絶対収益追求型

その他

（　　）

＜中略＞

グローバル（日本を除く）・・・目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産（日本を除く）を源泉とする

旨の記載があるものをいいます。

＜中略＞

 

　本書において、ＧＳ外国債券コア・ファンドを「本ファンド」といいます。文脈上「本ファンド」にマザーファン

ドを含むことがあります。

 

　委託会社は、受託銀行（後記「(3）ファンドの仕組み　２．ファンドの関係法人　①委託会社および本ファンドの

関係法人の名称および関係業務　ｃ.受託会社」に定義します。以下同じ。）と合意のうえ、金3,000億円を限度とし

て信託金を追加することができます。なお、委託会社は、受託銀行と合意のうえ、上記の限度額を変更することがで

きます。

 

＜ファンドのポイント＞

１．主として日本を除く世界各国の債券に幅広く分散投資を行います。

２．ブルームバーグ・グローバル・アグリゲート・インデックス（除く日本、円ヘッジベース）をベンチマーク＊と

し、長期的にベンチマークを上回る投資成果をめざします。

＜中略＞

 

　本ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。委託会社は、本ファンドおよびマザーファンドの運用

をゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル、ゴールドマン・サックス・アセッ

ト・マネジメント・エル・ピーおよびゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント（シンガポール）ピー

ティーイー・リミテッド（投資顧問会社。以下それぞれ「ＧＳＡＭロンドン」、「ＧＳＡＭニューヨーク」および

「ＧＳＡＭシンガポール」といいます。）に委託します。ＧＳＡＭロンドン、ＧＳＡＭニューヨークおよびＧＳＡ

Ｍシンガポールは運用の権限の委託を受けて、債券および通貨の運用（デリバティブ取引等に係る運用を含みま

す。）を行います。

 

　委託会社が属するゴールドマン・サックスの資産運用部門を「ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメン

ト」といいます。
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　本ファンドは、2026年７月11日付けで運用方針等を変更する約款変更を行い、投資対象に日本債券を含

まず、投資対象債券にかかる格付制限のない上記マザーファンドへの投資を開始し、ベンチマークは「ブ

ルームバーグ・グローバル・アグリゲート・インデックス（円ヘッジベース）」から「ブルームバーグ・

グローバル・アグリゲート・インデックス（除く日本、円ヘッジベース）」に変更されます。

　なお、これまで本ファンドの主要投資対象であった「モナリザ世界債券マザーファンド」は、本ファン

ドからの実質的な投資は終了し、2026年７月16日ごろをめどに資産は現金化され、その後償還となる予定

です。当該償還日までは、残高はごく少額ですが本ファンドにおいて保有が継続されます。
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＜ファンドの投資対象＞

本ファンドは、世界各国（エマージング市場国を含みます）の国債、政府関係機関債、国際機関債、社債、モー

ゲージ証券、アセットバック証券を主要投資対象とします。

 

主な投資対象債券の特徴

 
＜中略＞

＜ファンドの運用＞

本ファンドの運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのグローバル債券・通貨運用グループに

よって行われます。同グループは世界各地に運用拠点を展開し、幅広い調査能力ならびに専門性を活用した運用を

行っています。

＜中略＞

 

＜通貨のアクティブ運用＞

＜中略＞

為替ヘッジにはヘッジ・コストがかかります。ヘッジ・コストは、為替ヘッジを行う通貨の金利と円の金利の差が目安となり、円の金利が

低い場合この金利差分収益が低下します。本ファンドは通貨のアクティブ運用でリターンの向上をめざすため、対円での為替ヘッジ比率は

常に100％を保つとは限りません。したがって、一定の為替変動リスクを伴います。多通貨運用の部分では、市場動向に対する見通しを誤

れば損失を被ります。

 

（２）ファンドの沿革

＜中略＞

　2001年11月30日　モナリザ世界債券マザーファンドの信託設定日であり、同日より運用を開始しました。

　2001年11月30日　本ファンドのベンチマークを「ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス（グローバ

ル、円ヘッジ）」から「リーマン・ブラザーズ・グローバル・アグリゲート・インデックス（円ヘッジベー

ス）」に変更しました。なお、当該インデックスは現在「ブルームバーグ・グローバル・アグリゲート・イン

デックス」に名称変更されています。

　2005年11月15日　外国債券コア・マザーファンドの信託設定日であり、同日より運用を開始しました。

　2026年７月11日　本ファンドについて下記の信託約款の変更を行います（予定）。

①運用の基本方針

・運用の基本方針にしたがった運用を継続することが著しく困難な資産規模となっているため、主な投資対象を

「モナリザ世界債券マザーファンド」（注）から「外国債券コア・マザーファンド」に変更

・運用の基本方針を変更し、実質的投資対象から日本の債券を除外するとともに、投資対象となる債券の格付け

にかかる制約を撤廃

・ベンチマークを「ブルームバーグ・グローバル・アグリゲート・インデックス（円ヘッジベース）」から「ブ

ルームバーグ・グローバル・アグリゲート・インデックス（除く日本、円ヘッジベース）」に変更

②信託の終了（繰上償還）にかかる規定
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信託契約の解約を行うことができる基準を「受益権口数（50億口）」から「純資産総額（50億円）」に変更

③適用する信託法

信託法（平成18年法律第108号）の適用を受けるものへ変更

④名称の変更

上記①の運用の基本方針の変更に伴いファンド名称を変更（以下は旧名称）

モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド

⑤信託報酬の引き下げ

上記①の変更に伴い、信託報酬を純資産総額に対して年率1.155％（税抜年率1.05％）から年率0.638％（税抜年

率0.58％）に引き下げ

（注）モナリザ世界債券マザーファンドは、信託終了にかかる手続きが完了したのち、償還となります。

 

（３）ファンドの仕組み

１．ファンドの仕組み

＜中略＞

＊ 損益はすべて投資家である受益者に帰属します。

＜後略＞

 

EDINET提出書類

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

17/43



２【投資方針】

 

＜訂正前＞

（１）投資方針

ａ．基本方針

　本ファンドは、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

 

ｂ．本ファンドの運用方針

・本ファンドは、主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入れ比率を高位に保ちます

（ただし、投資環境等により、当該受益証券の組入れ比率を引き下げる場合もあります。）。

・本ファンドは、ブルームバーグ・グローバル・アグリゲート・インデックス（円ヘッジベース）をベンチマーク

とし、長期的にベンチマークを上回る投資成果をめざします。

＜中略＞

 

ｃ．マザーファンドの運用方針

・日本を含む世界各国の債券によって構成される中期的なデュレーションを有するポートフォリオに重点をおいた

運用を行い、高いレベルのトータル・リターンをねらいます。世界の債券市場に分散投資することによりリスク

の分散を図りますが、金利リスクは継続してとり続けて行きます。

・投資する債券は、組入時においてトリプルＢ格相当以上の長期格付を受けている債券または同等以上の格付を有

すると認められる債券とし、ポートフォリオの加重平均格付がダブルＡ格相当以上となるように運用します。

・ブルームバーグ・グローバル・アグリゲート・インデックス（円ヘッジベース）をベンチマークとして運用を行

い、外貨建資産については為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。また、これとは

別に為替アクティブ・ポジションを構築し、為替運用からの収益の確保もめざします。

・市況動向や資金動向等により委託会社が適切と判断した場合には上記と異なる運用が行われることがあります。

＜中略＞

 

（２）投資対象

(a）投資の対象とする資産の種類（信託約款第18条の２）

　本ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託法第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ．有価証券

ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信託約款第26条、第27

条および第28条に定めるものに限ります。）

ハ．金銭債権

ニ．約束手形（金融商品取引法第２条第１項第15号に掲げるものを除きます。）

２．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

(b）投資対象有価証券（信託約款第19条第１項）

　委託会社（委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けた投資顧問会社を含みます。以下、関連する限度に

おいて同じ。）は、信託金を、主としてマザーファンドの受益証券および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２

項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

１．株券または新株引受権証書

２．国債証券

３．地方債証券

４．特別の法律により法人の発行する債券

５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」と

いいます。）の新株引受権証券を除きます。）

６．コマーシャル・ペーパー

７．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの

８．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券

（外国または外国の者が発行する証券または証書で、かかる性質を有するものを含みます。以下同じ。）
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９．投資信託証券（外国法人が発行する証券で、投資信託証券の性質を有するものを含みます。ただし、クローズ

ド・エンド型の会社型外国投資信託証券を除きます。以下同じ。）

10．外国の者の発行する証券または証書で、銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信

託する信託の受益権またはこれに類する権利を表示するもの（以下「外国貸付債権信託受益証券」といいま

す。）

11．外国法人が発行する譲渡性預金証書

12．銀行、信託会社その他政令で定める金融機関の貸付債権を信託する信託の受益権（以下「貸付債権信託受益権」

といいます。）であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示される

べきもの

13．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限りま

す。）

14．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）

　なお、１．の証券または証書および７．の証券または証書のうち１．の証券または証書の性質を有するものを以下

「株式」といい、２．から５．までの証券および７．の証券のうち２．から５．までの証券の性質を有するものを以

下「公社債」といいます。

(c）有価証券以外の投資対象（信託約款第19条第２項および第３項）

　委託会社は、信託金を、上記(b)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規

定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができま

す。

１．預金

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

３．コール・ローン

４．手形割引市場において売買される手形

５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの

６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの

　上記(b)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要

と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記１.ないし６.に掲げる金融商品により運用することの指図ができま

す。

(d）その他の取引の指図

　委託会社は、以下の取引の指図をすることができます。

１．信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすること。なお、当該売

付の決済については、株券の引き渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

２．信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けるこ

との指図をすること。なお、当該売付の決済については、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みま

す。）の引き渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

３．信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること。なお、当該公社債の借入れを行うに

あたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。

４．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する

ため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるも

のをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものを

いいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものを

いいます。以下同じ。）ならびに外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引（なお、選択権取引は、オ

プション取引に含めて取り扱うものとします（以下同じ。））、わが国の取引所等における通貨に係る先物取引

ならびに外国の取引所等における通貨に係る先物取引およびオプション取引、ならびにわが国の取引所等におけ

る金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行う

ことの指図をすること。

５．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する

ため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する

取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすること。

６．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する

ため、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引行うことの指図をすること。
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７．信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債につき一定の範囲内で貸付の指図を

すること。

８．信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産の額とマザーファンドの信託財産

に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額についての為替変動リスクを回避するた

め、外国為替の売買の予約を指図すること。信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファ

ンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗

じて得た額をいいます。

　なお、委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性をはかるため、信託財産における特定の資産につ

き、公社債の借入れ、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引、為替予約取引、資金の借入

れその他の取引により信託財産の負担する債務を担保するため、日本法または外国法に基づく担保権の設定（現金を

預託して相殺権を与えることを含みます。）の指図をすることができ、また、これに伴い適用法上当該担保権の効力

を発生させ、または対抗要件を具備するために必要となる契約の締結、登記、登録、引渡しその他一切の行為を行う

ことの指図をすることができます。

　担保権の設定に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産中より支弁します。

（注）本書において「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」といいます。）における

決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）までの期間に係る国内または海外において代表的利率とし

て公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取

り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定

した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の

金銭の授受を約する取引をいいます。

　本書において「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引（同

一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する

取引をいいます。以下同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為

替相場との差を示す数値をいいます。以下同じ。）を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替ス

ワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値

で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取

引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額につ

いて決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日

から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受

を約する取引をいいます。

　本書において「直物為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として

行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似す

る取引をいいます。

 

（３）運用体制

ａ．組織

　本ファンドの運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのグローバル債券・通貨運用グループに

よって行われます。同グループは世界各地に運用拠点を展開し、幅広い調査能力ならびに専門性を活用した運用を

行っています。なお、本ファンドにおいて債券運用は主にＧＳＡＭロンドン、ＧＳＡＭニューヨークおよびＧＳＡＭ

シンガポールが、通貨運用は主にＧＳＡＭロンドンおよびＧＳＡＭシンガポールが担当しています。

　また、運用チームとは独立したリスク管理専任部門がファンドのリスク管理を行います。

＜中略＞

 

（４）分配方針

＜中略＞

①　分配対象額の範囲は、経費控除後の利子等収益および売買損益（評価損益も含みます。）等の範囲内とします。

②　分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合

には分配を行わないこともあります。

③　収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、元本部分と同様に運用の基本方針に基づき運用を行い

ます。

※　本ファンドは自動けいぞく投資専用ファンドです。

※　収益分配金は、税金を差引いた後無手数料で全額自動的に再投資されます。自動けいぞく投資契約に基づいて収

益分配金を再投資する場合の受益権の発行価格は、各計算期間終了日の基準価額とします。
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※　収益分配金の受取りをご希望の方は、販売会社によっては再投資を中止することを申出ることができます。詳し

くは販売会社までお問い合わせください。

＜中略＞

 

（５）投資制限

　本ファンドは、以下の投資制限に従います。

(a）信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限

１．外貨建資産への実質投資割合については、特に制限を設けません。

２．株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の

５％以下とします。

３．同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の２％以下とします。

４．同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額

の２％以下とします。

５．投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％

以下とします。

６．同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付

社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確

にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付

社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への実質投資割合は、取得時において信託財産の

純資産総額の５％以下とします。

７．デリバティブおよび外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。

８．デリバティブ取引等については、一般社団法人資産運用業協会規則に従い、委託会社が定める合理的な方法に

より算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

９．一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー

ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ

ぞれ10％、合計で20％以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運

用業協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

＜中略＞

(b）信託約款上のその他の投資制限

１．投資する株式等の範囲（信託約款第21条）

＜中略＞

２．信用取引の指図および範囲（信託約款第23条）

＜中略＞

３．公社債の空売りの指図および範囲（信託約款第24条）

　信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図は、当該売付に係る公社債の

時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内である場合においてできるものとします。

　信託財産の一部解約等の事由により、上記の売付に係る公社債の時価の総額が信託財産の純資産総額を超える

こととなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をする

ものとします。

４．公社債の借入れの指図および範囲（信託約款第25条）

　公社債の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内である場合に

おいてできるものとします。

　信託財産の一部解約等の事由により、上記の借入れに係る公社債の時価の総額が信託財産の純資産総額を超え

ることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を決済するため

の指図をするものとします。

　上記の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。

５．先物取引等の運用指図（信託約款第26条）

　委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ

スクを回避するため、以下の指図を行うことができます。

・わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取

引ならびに外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引

・わが国の取引所等における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所等における通貨にかかる先物取引およ

びオプション取引
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・わが国の取引所等における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所等におけるこれ

らの取引と類似の取引

６．スワップ取引の運用指図（信託約款第27条）

＜中略＞

７．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図（信託約款第28条）

＜中略＞

８．有価証券の貸付の指図および範囲（信託約款第30条）

　委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債につき次の各号の範

囲内で貸付の指図をすることができます。

　株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50％を

超えないものとします。

　公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金

額の合計額の50％を超えないものとします。

　上記に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一

部の解約を指図するものとします。

　委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

９．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款第31条）

＜中略＞

10．外国為替予約の運用指図（信託約款第32条）

　委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するためならびに信託財産に属する外貨建資産の額とマザーファン

ドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額＊との合計額についての為替変動リスクを

回避するため、外国為替の売買の予約を指図することができます。

＊信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総

額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

11．資金の借入れ（信託約款第40条）

　委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、信託財産において一部解約金の支

払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、

または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含み

ます。）の指図をすることができ、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することが

できます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

　資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。

(ⅰ）一部解約金の支払資金の手当のために行った有価証券等の売却等による受取りの確定している資金の額の範

囲内。

(ⅱ）一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内。

(ⅲ）借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内。

　借入期間は、有価証券等の売却代金等の入金日までに限るものとします。

　ただし、収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日まで

とし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

　借入金の利息および融資枠の設定に要する費用は信託財産中より支弁します。

(c）その他の法令上の投資制限

＜後略＞

 

 

＜訂正後＞

（１）投資方針

ａ．基本方針

　本ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。

 

ｂ．本ファンドの運用方針

・本ファンドは、主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入比率を高位に保ちます（た

だし、投資環境等により、当該受益証券の組入比率を引き下げる場合もあります。）。

・本ファンドは、ブルームバーグ・グローバル・アグリゲート・インデックス（除く日本、円ヘッジベース）をベ

ンチマークとし、長期的にベンチマークを上回る投資成果をめざします。
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＜中略＞

 

ｃ．マザーファンドの運用方針

・主として日本を除く世界各国の債券に幅広く分散投資を行います。投資にあたっては、以下を含む債券に投資す

ることを基本とします。

・世界各国の国債

・国際機関債

・政府関係機関債

・社債

・モーゲージ証券

・アセットバック証券

・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本としま

す。また、これとは別に通貨アクティブ・ポジションを構築し、通貨運用からの収益の確保もめざします。

・ブルームバーグ・グローバル・アグリゲート・インデックス(除く日本、円ベース、ヘッジ付き)をベンチマーク

とし、長期的にこれを上回る投資成果をめざします。

・市況動向や資金動向等により委託会社が適切と判断した場合には上記と異なる運用が行われることがあります。

＜中略＞
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（２）投資対象

(a）投資の対象とする資産の種類（信託約款第16条）

　この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託法第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ．有価証券

ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信託約款第27条、第28条

および第29条に定めるものに限ります。）

ハ．金銭債権

ニ．約束手形（金融商品取引法第２条第１項第15号に掲げるものを除きます。）

２．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

(b）投資対象有価証券（信託約款第17条第１項）

　委託会社（委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けた投資顧問会社を含みます。以下、関連する限度に

おいて同じ。）は、信託金を、主としてマザーファンドの受益証券および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２

項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

１．株券または新株引受権証書

２．国債証券

３．地方債証券

４．特別の法律により法人の発行する債券

５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」と

いいます。）の新株引受権証券を除きます。）

６．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま

す。）

７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定めるものをいい

ます。）

８．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定め

るものをいいます。）

９．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第

２条第１項第８号で定めるものをいいます。）

10．資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定めるも

のをいいます。）

11．コマーシャル・ペーパー

12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券

13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの

14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）

15．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま

す。）

16．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）

17．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、有価証券に係

るものに限ります。）

18．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）

19．外国法人が発行する譲渡性預金証書

20．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示さ

れるべきもの

21．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの

22．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限りま

す。）

23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）

　なお、１．の証券または証書、13．ならびに18．の証券または証書のうち１．の証券または証書の性質を有するも

のを以下「株式」といい、２．から６．までの証券および13．ならびに18．の証券または証書のうち２．から６．ま

での証券の性質を有するものおよび15．の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、14．および15．の証券

（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
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(c）有価証券以外の投資対象（信託約款第17条第２項および第３項）

　委託会社は、信託金を、上記(b)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規

定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができま

す。

１．預金

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

３．コール・ローン

４．手形割引市場において売買される手形

５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの

６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの

　上記(b)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要

と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記１．ないし６．に掲げる金融商品により運用することの指図ができ

ます。

(d）その他の取引の指図

　委託会社は、以下の取引の指図をすることができます。

１．信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすること。なお、当該売付

の決済については、株券の引き渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

２．信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または借入れた有価証券を売付ける

ことの指図をすること。なお、当該売付の決済については、売付けた有価証券の引き渡しまたは買戻しにより行

うことの指図をすることができるものとします。

３．信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすること。

４．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取

引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引

所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすること、ならびに信託財産に属する資産の効率的

な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所等における通貨に係る先物取引なら

びに外国の取引所等における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすること、ならびに

信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所等に

おける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を

行うことの指図をすること。

５．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する

ため、当事者間で取り決めた者の信用状態等を反映する利率または価格、異なった通貨、異なった受取金利また

は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行

うことの指図をすること。

６．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する

ため、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をすること。

７．信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債につき貸付の指図をすること。

８．信託財産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約を指図する

こと。

　委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約を指図するこ

とができます。

　なお、委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性をはかるため、信託財産における特定の資産につ

き、有価証券の借入れ、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引、為替予約取引、資金の借

入れその他の取引により信託財産の負担する債務を担保するため、日本法または外国法に基づく担保権の設定（現金

を預託して相殺権を与えることを含みます。）の指図をすることができ、また、これに伴い適用法上当該担保権の効

力を発生させ、または対抗要件を具備するために必要となる契約の締結、登記、登録、引渡しその他一切の行為を行

うことの指図をすることができます。

　担保権の設定に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産中より支弁します。

 

　本書において「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」といいま

す。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）までの期間に係る国内または海

外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」とい

います。）の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらか
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じめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利

率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

　本書において「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワッ

プ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替

取引を同時に約定する取引をいいます。以下同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当

該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下同じ。）を取り決め、その取り決めに係

るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として

定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその

取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじ

め元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物

外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを

合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引を

いいます。

　本書において「直物為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受

渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取

引その他これに類似する取引をいいます。

 

（３）運用体制

ａ．組織

　本ファンドの運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのグローバル債券・通貨運用グループに

よって行われます。同グループは世界各地に運用拠点を展開し、幅広い調査能力ならびに専門性を活用した運用を

行っています。

　また、運用チームとは独立したリスク管理専任部門がファンドのリスク管理を行います。

＜中略＞

 

（４）分配方針

＜中略＞

①　分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益および売買損益（評価損益を含みます。）等の範囲内とし

ます。

②　分配金額は、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を

行わないこともあります。また、基準価額が当初元本を下回る場合においても分配を行うことがあります。

③　収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については特に制限を設けず、元本部分と同様に運用の基本方針に

基づき運用を行います。

※　一般コースの場合、収益分配金は、原則として計算期間終了日から起算して５営業日までに販売会社を通じて支

払いを開始します。

※　自動けいぞく投資コースの場合、収益分配金は、税金を差引いた後無手数料で全額自動的に再投資されます。自

動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の発行価格は、各計算期間終了日の基準価

額とします。

※　自動けいぞく投資コースの場合で、収益分配金の受取りをご希望の方は、販売会社によっては再投資を中止する

ことを申し出ることができます。詳しくは販売会社までお問い合わせください。

＜中略＞

 

（５）投資制限

　本ファンドは、以下の投資制限に従います。

(a）信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限

１．外貨建資産への実質投資割合については、特に制限を設けません。

２．デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

３．株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の

５％以下とします。

４．同一銘柄の債券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。ただし、国

債、国際機関債、政府関係機関債および短期金融商品についてはかかる上限は適用されないものとします。

５．同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の３％以下とします。
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６．同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額

の３％以下とします。

７．投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託

財産の純資産総額の５％以下とします。

８．同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付

社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確

にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第8号の定めがある新株予約権付

社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への実質投資割合は、取得時において信託財産の

純資産総額の３％以下とします。

９．デリバティブ取引等については、一般社団法人資産運用業協会規則に従い、委託会社が定める合理的な方法に

より算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

10．一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー

ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ

ぞれ10％、合計で20％以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運

用業協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

＜中略＞

(b）信託約款上のその他の投資制限

１．投資する株式等の範囲（信託約款第22条）

＜中略＞

２．信用取引の指図および範囲（信託約款第24条）

＜中略＞

３．有価証券の空売りの指図および範囲（信託約款第25条）

　信託財産において有しない有価証券または借入れた有価証券を売付けることの指図は、当該売付にかかる有

価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内である場合においてできるものとします。

　信託財産の一部解約等の事由により、上記の売付にかかる有価証券の時価の総額が信託財産の純資産総額を

超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指

図をするものとします。

４．有価証券の借入れの指図および範囲（信託約款第26条）

　有価証券の借入れの指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内である

場合においてできるものとします。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたと

きは、担保の提供の指図を行うものとします。

　信託財産の一部解約等の事由により、上記の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超

えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還す

るための指図をするものとします。

　上記の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。

５．先物取引等の運用指図（信託約款第27条）

　委託会社は、以下の指図を行うことができます。

・わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション

取引ならびに外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引（選択権取引は、オプション取引に含めて

取り扱うものとします（以下同じ））

・わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引および先物

オプション取引

・わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの

取引と類似の取引

６．スワップ取引の運用指図（信託約款第28条）

＜中略＞

７．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図（信託約款第29条）

＜中略＞

８．有価証券の貸付の指図および範囲（信託約款第31条）

　株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超え

ないものとします。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有

する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
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　上記に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の

一部の解約を指図するものとします。

　委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

９．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款第32条）

＜中略＞

10．外国為替予約の運用指図（信託約款第33条）

　委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため外国為替の売

買の予約を指図することができます。

　かかる予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算

した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の額とマ

ザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額の為替変動リス

クを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。

　かかる限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予

約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。信託財産に属するとみなし

た額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額

に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

11．資金の借入れ（信託約款第39条）

　委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、信託財産において一部解約金の

支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的とし

て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場

合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないもの

とします。

　一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有

する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証

券等の解約代金入金日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償

還金の入金日までが５営業日以内である場合のその期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約

代金および償還金の合計額を限度とします。

　収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までと

し、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

　借入金の利息は信託財産中より支弁します。

(c）その他の法令上の投資制限

＜後略＞
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３【投資リスク】

 

＜訂正前＞

(1）投資リスク

＜中略＞

(b）ベンチマークに関わる留意点

　本ファンドは、ブルームバーグ・グローバル・アグリゲート・インデックス（円ヘッジベース）を運用上のベンチ

マークとして運用を行い、これを上回るパフォーマンスをめざしますが、実際のパフォーマンスは、ベンチマークを

下回ることがあります。また、ベンチマークとするインデックスが下落する局面においては、一般に、本ファンドの

基準価額も下落する傾向があります。

＜中略＞

(f）繰上償還に関わる留意点

　委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が50億口を下回ることとなった場合等には、

受託銀行と協議のうえ、必要な手続を経て、この信託を終了させることができます。また、信託契約を解約すること

が受益者のために有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託銀行と合意のうえ、必要

な手続を経て、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。繰上償還された場合には、申込手数料は返還

されません。

＜中略＞

(3）参考情報

＜中略＞

本ファンドの分配金再投資基準価額および年間騰落率は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして

計算した基準価額および当該基準価額の年間騰落率が記載されており、実際の基準価額および実際の基準価額に基づい

て計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

 

＜訂正後＞

(1）投資リスク

＜中略＞

(b）ベンチマークに関わる留意点

　本ファンドは、ブルームバーグ・グローバル・アグリゲート・インデックス（除く日本、円ヘッジベース）を運用

上のベンチマークとして運用を行い、これを上回るパフォーマンスをめざしますが、実際のパフォーマンスは、ベン

チマークを下回ることがあります。また、ベンチマークとするインデックスが下落する局面においては、一般に、本

ファンドの基準価額も下落する傾向があります。

＜中略＞

(f）繰上償還に関わる留意点

　委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、信託財産の純資産総額が50億円を下回ることとなった場合等

には、受託銀行と協議のうえ、必要な手続を経て、この信託を終了させることができます。また、信託契約を解約す

ることが受益者のために有利であると認めるとき、または正当な理由があるときは、受託銀行と合意のうえ、必要な

手続を経て、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。繰上償還された場合には、申込手数料は返還さ

れません。

＜中略＞

(3）参考情報

＜中略＞

本ファンドの分配金再投資基準価額および年間騰落率は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして

計算した基準価額および当該基準価額の年間騰落率が記載されており、実際の基準価額および実際の基準価額に基づい

て計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

 

本ファンドは、2026年７月11日に運用の基本方針等の変更に関する約款の変更を行いますが、上記について

は、約款変更適用前の情報を記載しています。
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４【手数料等及び税金】

 

＜訂正前＞

＜前略＞

（３）信託報酬等

　信託報酬の総額は、本ファンドの信託財産の計算期間を通じて毎日、本ファンドの信託財産の純資産総額に年率

1.155％（税抜1.05％）を乗じて得た額とし、支払先の配分および役務の内容は以下のとおりです。販売会社間におけ

る配分については販売会社の取扱いにかかる純資産総額に応じて決められます。

 

支払先 役務の内容 配　分

委託会社
ファンドの運用、受託銀行への指図、基準価額の算

出、目論見書・運用報告書等の作成等

年率0.55％

（税抜0.5％）

販売会社
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、

分配金・換金代金・償還金の支払い業務等

年率0.55％

（税抜0.5％）

受託銀行
ファンドの財産の管理、委託会社からの指図の実行

等

年率0.055％

（税抜0.05％）

 

　なお、委託会社の報酬には投資顧問報酬が含まれます。投資顧問報酬の信託財産からの直接的な支払いは行いませ

ん。

＜中略＞

（参考情報）ファンドの総経費率

 

 

＜訂正後＞

＜前略＞

（３）信託報酬等

　信託報酬の総額は、本ファンドの信託財産の計算期間を通じて毎日、本ファンドの信託財産の純資産総額に年率

0.638％（税抜0.58％）＊を乗じて得た額とし、支払先の配分および役務の内容は以下のとおりです。販売会社間にお

ける配分については販売会社の取扱いにかかる純資産総額に応じて決められます。

 

支払先 役務の内容 配　分

委託会社
ファンドの運用、受託銀行への指図、基準価額の算

出、目論見書・運用報告書等の作成等

年率0.33％

（税抜0.30％）＊

販売会社
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、

分配金・換金代金・償還金の支払い業務等

年率0.275

（税抜0.25％）＊

受託銀行
ファンドの財産の管理、委託会社からの指図の実行

等

年率0.033％

（税抜0.03％）＊

＊2026年７月11日付で、上記各報酬を以下に引き下げ、信託報酬は年率1.155％（税抜1.05％）から0.638％（税抜

0.58％）に変更となります。

委託会社 年率0.55％（税抜0.5％）から0.33％（税抜0.3％）

販売会社 年率0.55％（税抜0.5％）から0.275％（税抜0.25％）

受託銀行 年率0.055％（税抜0.05％）から0.033％（税抜0.03％）

 

　なお、委託会社の報酬には投資顧問報酬が含まれます。投資顧問報酬の信託財産からの直接的な支払いは行いませ

ん。
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＜中略＞

（参考情報）ファンドの総経費率

 

本ファンドは、2026年７月11日に運用の基本方針等の変更に関する約款の変更を行いますが、「（参考情報）ファ

ンドの総経費率」については、約款変更適用前の情報を記載しています。
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５【運用状況】

 

＜訂正前＞

＜前略＞

（参考）運用実績

＜図省略＞

 

 

＜訂正後＞

＜前略＞

（参考）運用実績

＜図省略＞

 

本ファンドは、2026年７月11日に運用の基本方針等の変更に関する約款の変更を行いますが、上記については、約款変

更適用前の情報を記載しています。
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第２【管理及び運営】
 

１【申込（販売）手続等】

 

＜訂正前＞

(1）受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、お買付のお申込みを行うものとします。お買付

のお申込みは、販売会社所定の方法により、毎営業日＊１受付けます。毎営業日の原則として午後３時30分＊２まで

に、お買付のお申込みが行われかつ当該お申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込

分とします。当日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日のお取扱いとします。また、確定拠出年金を通じて

お買付のお申込みを行う場合は、当該定めに従うものとします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

＊１　英国証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所の休業日またはロンドンの銀行もしくはニューヨークの銀行の休業日（以下「ロンド

ンまたはニューヨークの休業日」といいます。）に該当する場合には、販売会社の営業日であっても、お買付のお申込みはお受付いた

しません。なお、収益分配金の再投資に係る追加信託金のお申込みに限り、「ロンドンまたはニューヨークの休業日」においてもこれ

を受付けるものとします。

＊２　販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にご確認ください。

(2）お買付に際して、本ファンドに係る「自動けいぞく投資契約」（販売会社によっては名称が異なる場合がありま

す。）を販売会社との間で結んでいただきます。なお、販売会社によっては、自動けいぞく投資契約を結んだ場合で

あっても、収益分配金の受取りをご希望の方は、再投資を中止することを申出ることができます。詳しくは販売会社

にお問い合わせください。

(3）お買付価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。また、お申込みには原則として申込手数料および当該

申込手数料に係る消費税等相当額がかかります。ただし、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する

場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。最新の基準価額は販売会社または下記の照会先で入手可能です。

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

電話　　　　　　　　　：03（4587）6000（受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで）

ホームページ・アドレス：https://www.gsam.co.jp

　また、原則として、日本経済新聞（朝刊）の「オープン基準価格」欄に、基準価額が掲載されます（略称：「モナ

リザ」）。

(4）お買付単位は、販売会社により異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。自動けいぞく投資契約に

基づいて収益分配金を再投資する場合は、１口の整数倍をもって申込みに応じます。また、別途買付にかかる契約を

結ばれている場合は、当該契約によります。

(5）お買付代金は、お申込みの販売会社にお支払いください。お買付代金の払込期日は販売会社によって異なります。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

(6）金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（コンピューターの誤作動等に

より決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが

生じた場合等を含みます。）があると委託会社が判断したときは、販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止す

ることおよびすでに受付けた取得申込みを取消すことができます。
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＜訂正後＞

(1) 受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、お買付のお申込みを行うものとします。

　お買付のお申込みは、販売会社所定の方法により、毎営業日＊１受付けます。毎営業日の原則として午後３時30分＊

２までに、お買付のお申込みが行われかつ当該お申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の

申込分とします。当日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日のお取扱いとします。また、確定拠出年金を通

じてお買付のお申込みを行う場合は、当該定めに従うものとします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

＊１　英国証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所の休業日またはロンドンの銀行もしくはニューヨークの銀行の休業日（以下「ロンド

ンまたはニューヨークの休業日」といいます。）に該当する場合には、販売会社の営業日であっても、お買付のお申込みはお受付けい

たしません。収益分配金の再投資に係る追加信託金のお申込みに限り、これを受付けるものとします。

＊２　販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にご確認ください。

(2) 収益分配金の受取方法により、収益分配時に収益分配金を受取る「一般コース」、収益分配金が税金を差引かれた後

自動的に無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」がありますので、どちらかのコースをお選びいただく

ことになります（ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみのお取扱いとなる場合があります。）。一度お選

びいただいたコースは原則として途中で変更することはできません。

　「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合、お買付に際して、本ファンドにかかる「自動けいぞく投資契約」

（販売会社によっては名称が異なる場合があります。）を当該販売会社との間で結んでいただきます。ただし、販売

会社によっては、自動けいぞく投資契約を結んだ場合であっても、収益分配金の受取りをご希望の方は、再投資を中

止することを申し出ることができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

(3) お買付価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。また、お買付には原則として申込手数料および当該申

込手数料に係る消費税等相当額がかかります。ただし、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場

合は、各計算期間終了日の基準価額とします。最新の基準価額は販売会社または下記の照会先で入手可能です。

　　　ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

　　　電話　　　　　　　　　：03（4587）6000（受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで）

　　　ホームページ・アドレス：www.gsam.co.jp

　また、原則として、日本経済新聞（朝刊）の「オープン基準価格」欄に、基準価額が掲載されます（略称：「外債

コア」）。

(4) お買付単位は販売会社によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社については、上記

(3)の照会先までお問い合わせください。

　自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、１口の整数倍をもって取得のお申込みに応じま

す。

(5) お買付代金はお申込みの販売会社にお支払いください。お買付代金の払込期日は販売会社によって異なります。詳し

くは、販売会社にお問い合わせください。

(6) 金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他合理的な事情（コンピュータの誤作動等により決済

が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場

合、流動性の低下により投資対象資産の取引が困難となった場合、投資対象とする投資信託証券の価格が算出されな

い場合等を含みます。）があると委託会社が判断したときは、販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止するこ

とおよびすでに受付けた取得申込みを取消すことができます。
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２【換金（解約）手続等】

 

＜訂正前＞

(1）ご換金（解約）のお申込みは、毎営業日＊１受付けます。毎営業日の原則として午後３時30分＊２までに、ご換金の

お申込みが行われかつ当該お申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。

当日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日のお取扱いとします。ご換金場所は販売会社の本・支店、営業所

です。

＊１　「ロンドンまたはニューヨークの休業日」を除きます。

＊２　販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にご確認ください。

(2）受益者は、１口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。なお、販売会社によっては換金単位が異

なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

(3）ご換金の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。手取額は、当該基準価額から換金にか

かる税金を差引いた金額となります。

　詳しくは、「第１ ファンドの状況　４ 手数料等及び税金　(5）課税上の取扱い」をご覧ください。

(4）本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額は販売会社または下記の照会先で入手可能です。

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

電話　　　　　　　　　：03（4587）6000（受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで）

ホームページ・アドレス：https://www.gsam.co.jp

　また、原則として、日本経済新聞（朝刊）の「オープン基準価格」欄に、基準価額が掲載されます（略称：「モナ

リザ」）。

(5）一部解約代金は、受益者による一部解約の実行の請求日から起算して、原則として５営業日目から販売会社を通じ

て受益者に支払われます。

(6）信託財産の資金管理を円滑に行うため、１顧客１日当たり３億円以上の大口のご換金は制限することがあります。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

(7）金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（コンピューターの誤作動等に

より決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが

生じた場合等を含みます。）があると委託会社が判断したときは、上記の一部解約の実行の請求の受付を中止するこ

とおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求を保留または取消すことができます。この場合、受益者は当該受付中

止または保留以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請

求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止または保留を解除した後の最初の基準価額

の計算日を一部解約の実行の請求日として上記に準じて計算された価額とします。

(8）信託約款の変更を行う場合においてその内容の変更が重大な場合に、後記「第２ 管理及び運営　３ 資産管理等の

概要　(5) その他　ｂ．約款変更」に定める期間内に異議を述べた受益者は、投資信託法に定めるところにより、販

売会社を通じ、受託銀行に対し、自己に帰属する受益権を本ファンドの信託財産をもって公正な価額で買取るべき旨

を請求することができます。後記「第２ 管理及び運営　３ 資産管理等の概要　(5) その他　ａ．信託の終了」に規

定する信託契約の解約を行う場合において所定の期間内に異議を述べた受益者についても同様です。
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＜訂正後＞

(1) ご換金（解約）のお申込みは、毎営業日＊１受付けます。毎営業日の原則として午後３時30分＊２までに、ご換金の

お申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分としま

す。当日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日のお取扱いとします。ご換金場所は販売会社の本・支店、営

業所です。

＊１　「ロンドンまたはニューヨークの休業日」を除きます。

＊２　販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にご確認ください。

(2) ご換金の単位は販売会社によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

(3) ご換金の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。手取額は、当該基準価額から換金にか

かる税金を差し引いた金額となります。

　詳しくは、「第１　ファンドの状況　４　手数料等及び税金　(5）課税上の取扱い」をご覧ください。

(4) 本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額は販売会社または下記の照会先で入手可能です。

　　　ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

　　　電話　　　　　　　　　：03（4587）6000（受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで）

　　　ホームページ・アドレス：www.gsam.co.jp

　また、原則として、日本経済新聞（朝刊）の「オープン基準価格」欄に、基準価額が掲載されます（略称：「外債

コア」）。

(5) ご換金の代金は、受益者による一部解約の実行の請求日から起算して、原則として５営業日目から販売会社を通じて

受益者に支払われます。

(6) 信託財産の資金管理を円滑に行うため、委託会社の判断により大口のご換金は制限することがあります。詳しくは、

販売会社にお問い合わせください。

(7) 金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他合理的な事情（コンピュータの誤作動等により決済

が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場

合、流動性の低下により投資対象資産の取引が困難となった場合、投資対象とする投資信託証券の価格が算出されな

い場合等を含みます。）があると委託会社が判断したときは、上記の一部解約の実行の請求の受付を中止することお

よびすでに受付けた一部解約の実行の請求を保留または取消させていただくことがあります。これにより一部解約の

実行の請求の受付が中止され、またはすでに受付けた一部解約の実行の請求が保留された場合には、受益者は当該受

付中止または請求保留以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の

実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止または請求保留を解除した後の最

初の基準価額の計算日を一部解約の実行の請求日として上記に準じて計算された価額とします。
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３【資産管理等の概要】

 

＜訂正前＞

（１）資産の評価

　本ファンド１万口当たりの純資産総額（以下「基準価額」といいます。）は、本ファンドの信託財産の純資産総額

をその時の受益権総口数で除して得た額の１万口当たりの額です。「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属す

る資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人資産運用業協会規則

に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算

については、原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、

原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

　本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額は販売会社または下記の照会先で入手可能です。

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

電話　　　　　　　　　：03（4587）6000（受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで）

ホームページ・アドレス：https://www.gsam.co.jp

　また、原則として、日本経済新聞（朝刊）の「オープン基準価格」欄に、基準価額が掲載されます（略称：「モナ

リザ」）。年２回（１月および７月）の決算時および償還時に、期中の運用経過のほか信託財産の内容などを記載し

た交付運用報告書を作成し、販売会社を通じてお渡しいたします。

＜中略＞

（４）計算期間

　本ファンドの計算期間は毎年１月26日から７月25日までおよび７月26日から翌年１月25日までとすることを原則と

します。なお、第１計算期間は1998年12月４日から1999年７月26日までです。以上にかかわらず、この原則により各

計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、

その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日までと

します。

（５）その他

ａ．信託の終了

(a）受益権総口数の減少に伴う繰上償還

　委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、本ファンドの受益権の総口数が50億口を下回ることと

なった場合には、受託銀行と協議のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託契約を解約し、

信託を終了させることができます。

　委託会社は、かかる事項について、あらかじめ、これを公告し、かつ、知られたる受益者に対して書面を交付

します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。繰上償

還を行う場合は、下記(b)に定める受益者異議手続を準用します。

　公告を行う場合は、日本経済新聞に掲載します。

(b）その他の事由による信託の終了

　監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたとき、委託会社の登録取消、解散、業務廃止のとき（ただし、監

督官庁が信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、信託は、

下記ｂ．に記載する受益者の異議により約款変更ができない場合を除き、当該投資信託委託会社と受託銀行

との間において存続します。）、受託銀行が信託業務を営む銀行でなくなったとき（ただし、他の信託銀行

が受託者の業務を引き継ぐときを除きます。）、受託銀行の辞任または解任に際し委託会社が新受託者を選

任できないときは（新受託者の選任を行う場合は、下記ｂ．に定める手続を準用します。）、委託会社は、

あらかじめ監督官庁に届出のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させます。なお、受託銀行は、委託会社

の承諾を受けて受託者としての任務を辞任することができます。また、受託銀行が、その任務に背いた場

合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託銀行の解任を請求すること

ができます。受託銀行が辞任した場合、または裁判所が受託銀行を解任した場合、委託会社は新受託者を選

任します。

　また、委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、

またはやむを得ない事情が発生したときは、受託銀行と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させること

ができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。委託

会社は、かかる事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面を信託

契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付
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したときは、原則として、公告を行いません。かかる公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間

内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は１ヵ月を下らないものとします。

かかる一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１を超えるときは、信託契

約の解約をしません。委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を

公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者

に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。以上は、信託財産の状態に照らし、真にやむ

を得ない事情が生じている場合であって、一定の期間が１ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うこと

が困難な場合には適用しません。

　公告を行う場合は、日本経済新聞に掲載します。

ｂ．約款変更

　委託会社は、監督官庁の命令があったとき、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が

発生したときは、受託銀行と合意のうえ、信託約款を変更することができ、あらかじめ、変更しようとする旨およ

びその内容を監督官庁に届け出ます。

　委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその

内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款に係る知られたる受益者に対して交付しま

す。ただし、信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いませ

ん。かかる公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべ

き旨を付記します。なお、一定の期間は１ヵ月を下らないものとします。当該一定の期間内に異議を述べた

受益者の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１を超えるときは、信託約款の変更をしません。

　委託会社は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これら

の事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付した

ときは、原則として、公告を行いません。

　公告を行う場合は、日本経済新聞に掲載します。

ｃ．反対者の買取請求権

　上記ａ．に規定する信託契約の解約または上記ｂ．に規定する信託約款の変更を行う場合において、上記ａ．ま

たは上記ｂ．の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、販売会社を通じ、受託銀行に対し、自己

に帰属する受益権を、信託財産をもって公正な価額で買取るべき旨を請求することができます。

ｄ．関係法人との契約の更改等

＜中略＞

(b）投資顧問契約

　委託会社と投資顧問会社との間の投資顧問契約には期限の定めがありません。投資顧問契約は、当事者間の合

意により変更することができます。投資顧問会社が法律に違反した場合、信託約款の違反となる運用の指図に関

する権限の行使をした場合、本ファンドに重大な損失を生ぜしめた場合、またはその他の理由により委託会社が

必要と認める場合には、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止し、または本ファンドに関する投資

顧問契約上のサービスの中止または変更を投資顧問会社に対して求めることができます。

ｅ．委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

＜中略＞

ｆ．信託業務の委託等

＜中略＞

・委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと

・委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること

・委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されて

いること

・内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること

　受託銀行は、上記に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記に掲げる基準に適合していることを確

認するものとします。

　上記にかかわらず、受託銀行は、次に掲げる業務（裁量性のないものに限ります。）を、受託銀行および委託会

社が適当と認める者（受託銀行の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。

・信託財産の保存に係る業務

・信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務

・委託会社のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務

・受託銀行が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為

　保管費用は、受益者の負担とし、信託財産中より支払います。

EDINET提出書類

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

38/43



ｇ．混蔵寄託

　金融機関または証券会社（金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および外国の

法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本ｇ．において同じ。）から、売買代金およ

び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書また

はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または

証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。

ｈ．信託財産の登記等および記載等の留保等

＜中略＞

ｉ．有価証券売却等の指図

　委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求および有価証券の売

却等の指図ができます。

ｊ．再投資の指図

　委託会社は、上記の一部解約の代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係

る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
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＜訂正後＞

（１）資産の評価

　本ファンド１万口当たりの純資産総額（以下「基準価額」といいます。）は、本ファンドの信託財産の純資産総額

をその時の受益権総口数で除して得た額の１万口当たりの額です。「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属す

る資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人資産運用業協会規則

に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算

については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価

は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

　本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額は販売会社または下記の照会先で入手可能です。

　　　ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

　　　電話　　　　　　　　　：03（4587）6000（受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで）

　　　ホームページ・アドレス：www.gsam.co.jp

　また、原則として、日本経済新聞（朝刊）の「オープン基準価格」欄に、基準価額が掲載されます（略称：「外債

コア」）。年２回（１月および７月）の決算時および償還時に、期中の運用経過のほか信託財産の内容などを記載し

た交付運用報告書を作成し、販売会社を通じてお渡しいたします。

＜中略＞

（４）計算期間

　本ファンドの計算期間は、毎年１月26日から７月25日までおよび７月26日から翌年１月25日までとすることを原則

とします。なお、第１計算期間は信託契約締結日から1999年７月26日までとします。以上にかかわらず、この原則に

より各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日

とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日

までとします。

（５）その他

ａ．信託の終了

①　委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、信託財産の純資産総額が50億円を下回ることとなった

場合には、受託銀行と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託契約を解約し、この信

託を終了させることができます。

②　委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、

または正当な理由があるときは、受託銀行と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることが

できます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

③　委託会社は、①および②の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。

この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議

の日の２週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載し

た書面決議の通知を発します。

④　③の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当

該受益権に係る受益者としての受託銀行を除きます。以下本④において同じ。）は受益権の口数に応じて、

議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当

該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

⑤　③の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行いま

す。

⑥　③から⑤までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、こ

の信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しませ

ん。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、③から⑤までに規

定する信託契約の解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。

⑦　監督官庁の命令があったとき、委託会社の登録取消、解散、業務廃止のとき（ただし監督官庁が信託契約に

関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、信託は、下記ｂ．に記載する書

面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託銀行との間において存続します。）、受託銀

行が信託業務を営む銀行でなくなったとき（ただし他の信託銀行が受託者の業務を引継ぐときを除きま

す。）、受託銀行の辞任または解任に際し新受託者を選任できないときは（新受託者の選任を行う場合は、

下記ｂ．に定める手続を準用します。）、委託会社は信託契約を解約し、信託は終了します。なお、受託銀

行は、委託会社の承諾を受けて受託者の任務を辞任することができます。また、受託銀行がその任務に違反

して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所
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に受託銀行の解任を申立てることができます。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託銀行を

解任することはできないものとします。

ｂ．約款変更等

①　委託会社は、監督官庁の命令があったとき、受益者の利益のため必要と認めるときまたは正当な理由がある

ときは、受託銀行と合意のうえ、信託約款を変更することまたは本ファンドと他のファンドとの併合（投資

信託及び投資法人に関する法律に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行

うことができ、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。な

お、信託約款は本ｂ．「約款変更等」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。

②　委託会社は、①の事項（①の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合

の事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、合わせて「重

大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面

決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前ま

でに、信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発

します。

③　②の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当

該受益権に係る受益者としての受託銀行を除きます。以下本③において同じ。）は受益権の口数に応じて、

議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当

該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

④　②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行いま

す。

⑤　書面決議の効力は、本ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。

⑥　上記②から⑤までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案に

つき、信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用し

ません。

⑦　①から⑥までの規定にかかわらず、本ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該

併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファ

ンドとの併合を行うことはできません。

ｃ．反対受益者の受益権買取請求の不適用

　本ファンドは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該

請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信

託に該当するため、上記ａ．に規定する信託契約の解約または上記ｂ．に規定する重大な約款変更等を行う場合に

おいて、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用

を受けません。

ｄ．関係法人との契約の更改等

＜中略＞

(b) 投資顧問契約

　委託会社と投資顧問会社との間の投資顧問契約には期限の定めがありません。投資顧問契約は、当事者間の合

意により変更することができます。投資顧問会社が法律に違反した場合、信託約款の違反となる運用の指図に関

する権限の行使をした場合、本ファンドに重大な損失を生ぜしめた場合、その他の理由により必要と認められる

場合には、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止し、または本ファンドに関する投資顧問契約上の

サービスの中止または変更を投資顧問会社に対して求めることができます。

ｅ．委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

＜中略＞

ｆ．信託業務の委託等

＜中略＞

(a) 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと

(b) 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること

(c) 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備され

ていること

(d) 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること

　受託銀行は、上記に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記に掲げる基準に適合していることを確

認するものとします。
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　上記にかかわらず、受託銀行は、次に掲げる業務を、受託銀行および委託会社が適当と認める者（受託銀行の利

害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。

(a) 信託財産の保存に係る業務

(b) 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務

(c) 委託会社のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務

(d) 受託銀行が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為

　保管費用は、受益者の負担とし、信託財産中より支払います。

ｇ．混蔵寄託

　金融機関または第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融商品取引業を行う

者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本ｇ．において同じ。）か

ら、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲

渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者が保管契約を締結し

た保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとします。

ｈ．信託財産の登記等および記載等の留保等

＜中略＞

ｉ．一部解約の請求および有価証券売却等の指図

　委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求および有価証券の

売却等の指図ができます。

ｊ．再投資の指図

　委託会社は、上記の規定による一部解約の代金、売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有

価証券等にかかる利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。

ｋ．他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

　本ファンドの受益者は、委託会社または受託銀行に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできませ

ん。

・他の受益者の氏名または名称および住所

・他の受益者が有する受益権の内容

ｌ．公告

　委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
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４【受益者の権利等】

 

＜訂正前＞

(1）収益分配金の受領権に関する内容および権利行使の手続

　受託銀行が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、

収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、自動けいぞく投資契約に基づき、受益者に対し遅滞

なく収益分配金の再投資に係る受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該取得申込みにより増加した受益権

は、振替口座簿に記載または記録されます。

(2）償還金の受領権に関する内容および権利行使の手続

＜中略＞

(4）収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託銀行の免責

　受託銀行は、収益分配金については交付開始前までに、償還金については支払開始日までに、一部解約金について

は支払日までに、その全額を委託会社の指定する預金口座等に払い込みます。

　受託銀行は、上記により委託会社の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後

は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。

(5）換金（解約）手続等

　前記「第２管理及び運営　２換金（解約）手続等」をご覧ください。

 
 

＜訂正後＞

(1) 収益分配金の受領権に関する内容および権利行使の手続

　収益分配金は、原則として本ファンドの毎計算期間の終了日から起算して５営業日までに販売会社を通じて、毎計

算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者への支払いを開始します。

　上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託銀行が委託

会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売

会社に交付されます。この場合、販売会社は、自動けいぞく投資契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の

再投資にかかる受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該取得申込みにより増加した受益権は、振替口座簿

に記載または記録されます。

　販売会社は、受益者が自己に帰属する受益権の全部もしくは一部の口数について、あらかじめ計算期間を指定し、

上記の収益分配金の再投資にかかる受益権の取得申込を中止することを申し出た場合においては、上記にかかわら

ず、当該受益権に帰属する収益分配金を当該計算期間終了のつど受益者に支払うことができます。

　受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託銀行

から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

(2) 償還金の受領権に関する内容および権利行使の手続

＜中略＞

(4) 収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託銀行の免責

　受託銀行は、収益分配金については支払開始日（一般コースの場合）および交付開始前（自動けいぞく投資コース

の場合）までに、償還金については支払開始日までに、一部解約金については支払日までに、その全額を委託会社の

指定する預金口座等に払い込みます。

　受託銀行は、上記により委託会社の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後

は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。

(5) 委託会社の免責

　収益分配金、償還金および一部解約金の受益者への支払いについては、当該販売会社に対する支払いをもって委託

会社は免責されるものとします。かかる支払いがなされた後は、当該収益分配金、償還金および一部解約金は、源泉

徴収されるべき税額（および委託会社が一定期間経過後販売会社より回収した金額があればその金額）を除き、受益

者の計算に属する金銭となります。

(6) 換金手続等

　前記「第２管理及び運営　２換金（解約）手続等」をご覧ください。
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